
対する規制の在り方について見直すことを内容
とした「介護保険法及び老人福祉法の一部を改
正する法律」（平成２０年法律第４２号）が２０年５
月に成立したところである。
さらに、近年の介護サービスを巡っては、介

護従事者の離職率が高く、人材確保が困難であ
るといった状況にあり、第１６９回国会で「介護
従事者等の人材確保のための介護従事者の処遇
改善に関する法律」（平成２０年法律第４４号）が
成立したことを踏まえ、２０年１０月３０日に発表さ
れた「生活対策」においては、プラス３．０％の介
護報酬改定により、介護従事者の処遇改善を図
ることとしつつ、それに伴う介護保険料の急激
な上昇を抑制する等の措置を講じることとし
た。

（３）介護サービスの充実
ア 必要な介護サービスの確保
身近な日常生活圏域で介護予防から介護サー

ビスの利用に至るまでの必要なサービス基盤を
整備していくため、「地域介護・福祉空間整備
等施設整備交付金」により、市町村が地域の実
情に合わせて裁量や自主性・創意工夫をいかせ
るような介護・福祉サービスの基盤整備を図っ
ている。
喫緊の課題である質の高い福祉・介護人材の

安定的確保については、平成１９年８月に見直し
を行った「福祉人材確保指針」に沿って各般の
取組を着実に進めている。さらに、「生活対策」
においては、人材の参入促進を図る観点から、
潜在的有資格者の再就業を支援するための研修
の実施や、介護福祉士等の養成校に就学する学
生に対する修学資金の貸付け等に取り組むこと
とし、これらの取組を通じて、人材確保を進め
ていくこととしている。
また、高齢者が住み慣れた地域で生活を続け

ていくことができるよう、①総合相談支援、②
虐待の早期発見・防止などの権利擁護、③包括
的・継続的ケアマネジメント支援、④介護予防
ケアマネジメントといった機能を担う地域の中
核機関として、平成１８年４月以降、地域包括支
援センターの設置を進めており、２０年４月末時
点で３，９７６カ所と、全ての市町村において設置
されている。
福祉用具、住宅改修については、利用者の心

身状況等を踏まえた相談援助、指導・助言、情
報提供等を行うことにより、適切で安全なサー
ビス提供を行っており、また、福祉用具の選
択・活用に関する情報を広く提供するため、福
祉用具・住宅改修の利用事例、車いすや特殊寝
台の選び方、介護保険給付対象福祉用具の寸法
や機能等を示した商品情報をデータベース化

利用者数 介護給付費

平成１２年４月 平成１５年４月 平成１８年４月 平成１９年４月 平成２０年４月 平成１２年４月 平成１５年４月 平成１８年４月 平成１９年４月 平成２０年４月

居宅（介護予防）サービス ９７万人 ２０１万人 ２５５万人 ２５７万人 ２６９万人 ６１８億円 １，８２５億円 ２，１４４億円 ２，２９１億円 ２，４６９億円

地域密着型（介護予防）サービス － － １４万人 １７万人 ２１万人 － － ２８３億円 ３４４億円 ４０１億円

施設サービス ５２万人 ７２万人 ７９万人 ８１万人 ８３万人１，５７１億円 ２，１４０億円 １，９８５億円 ２，０５２億円 ２，０７９億円

合 計 １４９万人 ２７４万人 ３４８万人 ３５６万人 ３７２万人２，１９０億円 ３，９６５億円 ４，４１１億円 ４，６８７億円 ４，９４９億円

資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」
（注）端数処理の関係で、合計の数字と内訳数が一致しない場合がある。

地域密着型（介護予防）サービスは、平成１７年の介護保険制度改正に伴って創設された。

表２－３－１０ 介護サービス利用者と介護給付費の推移



し、これらの情報を利用者や介護支援専門員等
がインターネットで検索できるシステムを、平
成１６年４月から運用している。

イ 介護サービスの質の向上
ユニットケアを行う施設において、その整備

の促進及び施設の特徴をいかした適切なサービ
スの提供を確保するため、施設管理者及びユ
ニットリーダー（平成１８年度より配置すること
が義務付けられた）を対象とした研修を実施し
ている。
また、特別養護老人ホーム等の現場の意識改

革や、ケアの向上などを目指して「身体拘束の
廃止」の取組を推進するとともに、施設内での
感染症の発生を防止し、発生時でも適切な対応
が出来るよう施設の管理者と感染症対策担当者
を対象として研修を実施している。
介護保険制度の運営の要である介護支援専門

員（ケアマネジャー）の資質の向上を図るため、
実務研修及び現任者に対する研修を体系的に実
施している。また、地域包括支援センターにお
いて、介護支援専門員に対する指導助言や関係
機関との連絡調整等を行い、地域のケアマネジ
メント機能の向上を図っている。
さらに、利用者の介護サービスの選択に資す

るため、「介護サービス情報の公表」制度を平
成１８年４月より施行した。都道府県知事は、事
業者から介護サービスの内容、事業所の運営状
況等に関する情報等の報告を受けて調査を行
い、その結果をインターネットで公表するもの
であり、２０年度は、介護予防サービスを含め
た、訪問介護等の居宅サービスや介護老人福祉
施設等の施設サービス等の３５サービスについて
公表している。

ウ 認知症高齢者支援対策の推進
認知症の高齢者等が住み慣れた地域で生活を

続けていくことができるよう、平成１７年６月に
成立した介護保険法改正法において創設された
「地域密着型サービス」が、１８年４月から施行
されている。
また、都道府県や指定都市で実施している研

修内容の充実を図るとともに、引き続き、全国
３か所の「認知症介護研究・研修センター」に
おいて、介護技術の共同研究、都道府県や指定
都市における認知症介護に関する指導者の養成
を行い、認知症介護の専門職員等の育成、資質
の向上に努めた。
認知症対策については、早期の段階からの適

切な診断と対応、認知症に関する正しい知識と
理解に基づく本人や家族への支援など、地域単
位での総合的かつ継続的な支援体制を確立して
いくことが必要であることから、主治医等を中
心とした早期診断等の地域医療体制の充実、早
期段階に対応したサービスの普及、地域におけ
る認知症の理解の普及や本人・家族等の支援
ネットワークの構築支援、認知症介護の専門職
員等に対する研修の充実等、認知症の各ステー
ジに応じた対策を推進するため、「認知症対策
等総合支援事業」の実施により、各都道府県・
指定都市における取組に対する支援を行った。
また、今後の認知症対策をさらに効果的に推

進し、「たとえ認知症になっても安心して生活
できる社会を早期に構築する」ことが必要との
認識の下、「認知症の医療と生活の質を高める
緊急プロジェクト」を設置し、提言を取りまと
めた。
なお、平成１７年度から開始した、認知症の正

しい知識の普及を図り、認知症の人が尊厳を
もって地域で暮らし続けることを支える「地域
づくり」を推進していくための広報キャンペー
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ンについては、２０年度においても引き続きこれ
を実施したところであり、同キャンペーンの中
心である「認知症サポーター１００万人キャラバ
ン」については、２０年１２月末までにサポーター
養成講座の講師役であるキャラバンメイトを
２８，５１４名、サポーターについては、６９４，８５４名
養成した。

エ 介護に関する普及啓発
介護についての理解と認識を深め、介護サー

ビス利用者及びその家族、介護従事者等を支援
するとともに、これらの人たちを取り巻く地域
社会における支え合いや交流を促進する観点か
ら、高齢者や障害者等に対する介護に関し、国
民への啓発を重点的に実施する日を設定するこ
ととし、一般の意見公募による結果を踏まえ、
１１月１１日を「介護の日」とした（図２－３－１１）。
「介護の日」に合わせ、「介護の日」ホーム

ページの開設やポスターの配付等を行うととも
に、都道府県・市区町村、介護事業者、関係機

関・団体等による広報・啓発活動やイベント等
が行われた。

（４）孤立死防止対策の推進
都市部を中心に、地域から孤立した高齢者な

どの死亡が社会問題となっている状況を踏ま
え、平成２０年３月に取りまとめられた「高齢者
等が一人でも安心して暮らせるコミュニティづ
くり推進会議」の提言や、各モデル地域の事例
等の周知を行うとともに、地域福祉等推進特別
支援事業において、高齢者等の孤立死防止対策
を含め、地域社会における今日的課題の解決を
目指す先駆的・試行的取組を行う自治体等への
支援を行った。

（５）高齢者医療制度の改革
ア 新たな高齢者医療制度の施行
わが国の医療保険制度は、これまで、被用者

等を対象とする被用者保険と自営業者や退職者
等を対象とする国民健康保険の二本立ての体系
を基本としつつ、高齢者については、加入して
いる医療保険に保険料を支払う一方で、老人保
健制度により、公費や各保険者からの拠出金等
をもとに市町村から給付を受けていた。
しかし、この老人保健制度は、今後、高齢化

に伴う医療費の増大が見込まれる中で、現役世
代と高齢者の負担のルールが明確でない、運営
の主体が分からないといった問題点が指摘され
ていたことから、平成１８年の医療制度改革にお
いて、老人保健制度に代わる独立した医療制度
である長寿医療制度（後期高齢者医療制度）を
創設することとされ、２０年４月から施行された。
長寿医療制度は、現役世代と高齢者の負担の

ルール（給付費の約５割を公費、約４割を現役
世代からの支援金、約１割を高齢者の保険料）
を明確化するとともに、都道府県単位の後期高

図２－３－１１ 介護の日ポスター


